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会議の概要 １．勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議設置要綱について
　会議資料１により事務局が説明

２．役員の選任について
　勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議設置要綱第５条第２項により、会長、副会長は委員の互選とするとなって
います。
　事務局一任との声がありましたので、事務局案をあげさせていただきました。
　異議なしとのことであったので、以下のとおり決定いたしました。
　会長・・・勝浦市観光協会会長
　副会長・・・勝浦市指定金融機関　株式会社千葉銀行勝浦支店支店長

３．勝浦市地方創生総合戦略策定体制について
　会議資料２により事務局が説明

４．勝浦市まち・ひ・しごと創生総合戦略策定方針について
　会議資料３により事務局が説明

５．その他
　今後の会議について
　６月末（今回）・７月末・８月末・９月末の４回の開催を予定しています。

第１回勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議
平成２７年６月１９日（金）　１３時３０分から
勝浦市役所　４階 大会議室
１．勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議設置要綱について
２．役員の選任について
３．勝浦市地方創生総合戦略策定体制について
４．勝浦市まち・ひ・しごと創生総合戦略策定方針について
５．その他


